
○農地法第３条　申請から許可までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔標準処理期間：２０日程度〕 

※競・公売の場合は、買受適格証明書の申請・交付手続きが付加される

許
可
申
請
者

《農業委員会》 

②申請書の受付・審査 

　　受付締切：２～４月及び 12 月は各月 22 日 

　　　　　　　その他の月は各月 25 日 

　　　　　　　（休日の場合はその翌日） 

③現地調査（毎月上旬）の実施 

④（必要に応じて聴取調査を実施） 

⑤内部検討会の実施 

⑥総会（毎月中旬開催）による審議 

⑦台帳へ登録処理

①許可申請書の提出

⑧許可書の交付


